
大和市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 大和市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２９年大和町条例第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１０条中「又は」を「、」に改め、「、休暇による場合」を削る。 

第１０条の２第１項中「１５３，９００円」を「１５４，０００円」に改める。 

第１１条第２項第２号中「及び孫」を削り、同項中第５号を第６号とし、第４号を第５

号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 満２２歳に達する日以後の 初の３月３１日までの間にある孫 

第１１条第３項を次のように改める。 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号から第６号までに掲げる扶養親族につい

ては１人につき６，５００円、同項第２号に掲げる扶養親族（以下「扶養親族たる子」

という。）については１人につき１０，０００円とする。 

第１２条第１項各号列記以外の部分中「該当する」を「掲げる」に改め、同項第２号中

「前条第２項第２号又は第４号に該当する」を「扶養親族たる子又は前条第２項第３号若

しくは第５号に掲げる」に改め、同項第３号及び第４号を削り、同条第２項中「、扶養親

族」を「、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るもの」に改め、「ない」の次に

「場合においてその」を加え、「前項第１号」を「同項第１号」に、「生じた場合において」

を「生じたとき」に改め、同条第３項を次のように改める。 

３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が

生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から

その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第１号に掲げる事実が生じた場合にお

ける扶養手当の支給額の改定について準用する。 

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合 

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第１項の規定による届出に係るものの一

部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合 

(3) 職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るもののうち特定期間にあ

る子でなかった者が特定期間にある子となった場合 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（扶養手当に関する特例） 



２ 施行日から平成３０年３月３１日までの間は、この条例による改正後の大和市一般

職の職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、次の表の左

欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句に読み替えて適用する。 

読み替えられる改

正後の条例の規定 
読み替えられる字句 読み替える字句 

改正後の条例第

１１条第３項 
前項第１号及び第３号から第

６号までに掲げる扶養親族に

ついては１人につき６，５００

円、同項第２号に掲げる扶養親

族（以下「扶養親族たる子」と

いう。）については１人につき

１０，０００円 

前項第１号に掲げる扶養親

族（以下「扶養親族たる配偶

者」という。）については１

１，０００円、同項第２号に掲

げる扶養親族（以下「扶養親族

たる子」という。）については

１人につき８，０００円（職員

に配偶者がない場合にあって

は、そのうち１人については

１０，０００円）、同項第３号

から第６号までに掲げる扶養

親族（以下「扶養親族たる父母

等」という。）については１人

につき６，５００円（職員に配

偶者及び扶養親族たる子がな

い場合にあっては、そのうち

１人については９，０００円）

改正後の条例第

１２条第１項 
(2) 扶養親族たる要件を欠く

に至った者がある場合（扶養

親族たる子又は前条第２項

第３号若しくは第５号に掲

げる扶養親族が、満２２歳に

達した日以後の 初の３月

３１日の経過により、扶養親

族たる要件を欠くに至った

場合を除く。） 

(2) 扶養親族たる要件を欠く

に至った者がある場合（扶養

親族たる子又は前条第２項

第３号若しくは第５号に掲

げる扶養親族が、満２２歳に

達した日以後の 初の３月

３１日の経過により、扶養親

族たる要件を欠くに至った

場合を除く。） 
(3) 扶養親族たる子又は扶養

親族たる父母等がある職員

が配偶者のない職員となっ

た場合（前号に掲げる場合

を除く。） 
(4) 扶養親族たる子又は扶養

親族たる父母等がある職員

が配偶者を有するに至った

場合（第１号に掲げる場合

を除く。） 
改正後の条例第

１２条第３項 
においては、その 又は扶養手当を受けている職

員について第１項第３号若し

くは第４号に掲げる事実が生



じた場合においては、これらの

その日が これらの日が 
の改定 の改定（扶養親族たる子で第１

項の規定による届出に係るも

のがある職員で配偶者のない

ものが扶養親族たる配偶者を

有するに至った場合における

当該扶養親族たる子に係る扶

養手当の支給額の改定並びに

扶養親族たる父母等で同項の

規定による届出に係るものが

ある職員であって配偶者及び

扶養親族たる子で同項の規定

による届出に係るもののない

ものが扶養親族たる配偶者又

は扶養親族たる子を有するに

至った場合における当該扶養

親族たる父母等に係る扶養手

当の支給額の改定を除く。）、扶

養手当を受けている職員のう

ち扶養親族たる子で同項の規

定による届出に係るものがあ

る職員が配偶者のない職員と

なった場合における当該扶養

親族たる子に係る扶養手当の

支給額の改定及び扶養手当を

受けている職員のうち扶養親

族たる父母等で同項の規定に

よる届出に係るものがある職

員であって扶養親族たる子で

同項の規定による届出に係る

もののないものが配偶者のな

い職員となった場合における

当該扶養親族たる父母等に係

る扶養手当の支給額の改定 

３ 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間は、改正後の条例の規定は、

次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 

読み替えられる改

正後の条例の規定 
読み替えられる字句 読み替える字句 

改正後の条例第

１１条第３項 
前項第１号及び第３号から第

６号までに掲げる扶養親族に

ついては１人につき６，５００

前項第１号に掲げる扶養親

族については９，０００円、

同項第２号に掲げる扶養親族



円、同項第２号に掲げる扶養親

族（以下「扶養親族たる子」と

いう。）については１人につき

１０，０００円 

（以下「扶養親族たる子」とい

う。）については１人につき１

０，０００円、同項第３号から

第６号までに掲げる扶養親族

については１人につき６，５

００円 

 

 


